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Ⅰ．はじめに

金融商品取引法（金商法）に基づく会計制

度では，有価証券報告書（有報）に掲載され

る連結財務諸表の作成基準として国際財務報

告基準（IFRS：International Financial Re-
porting Standard）を任意適用することが２０１０
年３月期決算より認められた（１）。

前稿（松本（２０１３））では，IFRSの全般
的特徴を明らかにしたうえで，適用基準を２０１２

年３月期に日本基準から IFRSへと変更した
日本板硝子（株）の連結財務諸表を観察する

ことによって，日本基準と IFRSの適用上の
差異の所在を検討した。

ただし，観察対象は適用初年度（２０１２年３

月期）の連結貸借対照表・損益計算書・包括

利益計算書であった。つまり，有報の第５

「経理の状況」に示された IFRSに基づく２０１２
年３月期の連結財務諸表と，有報の第２「事

業の状況」に示された日本基準に基づく同年

度の要約連結財務諸表を観察した。この場合，

日本基準に基づく連結財務諸表が要約表示で

あるため，IFRSと日本基準の適用における
差異分析が必ずしも十分とは言えなかった。

そこで本稿では，前期（２０１１年３月期）の

日本基準による連結財務諸表本体と，２０１２年

３月期の有報に示された IFRSに基づく（２０１１
年３月期）連結財務諸表とを比較検討する。

それによって，IFRSの適用初年度における
日本基準に基づく場合との差異分析を行い，

日本の企業会計において IFRSを適用する際
の課題を明らかにする。

Ⅱ．財務諸表様式の差異

IFRSの適用初年度には，IFRS１号「IFRS
の初度適用」に基づいて連結財務諸表が作成

される（２）。

IFRSに基づいて作成する連結財務諸表は，
貸借対照表，損益計算書，包括利益計算書お

よびキャッシュフロー計算書である。貸借対

照表を除く各財務諸表では，当期と前期の２

期分を比較表示し，貸借対照表では，当期末

と前期末に加えて前期首の３期分を比較表示

する（３）。

この２期ないし３期分の比較表示に際して

は，一部の例外（免除）項目を除いて，過去

の期間まで IFRSの各基準を遡及適用するこ
とが求められる（４）。

本稿の観察対象である日本板硝子が２０１２年

３月期有報で示した２０１１年３月期の IFRSに
基づく連結損益計算書・貸借対照表，および

２０１１年３月期の有報で示した２０１１年３月期の

日本基準に基づく連結損益計算書・貸借対照

表は，次頁以降の図表１～４に示すとおりで

ある（５）。

キーワード：国際財務報告基準（IFRS），連結財務諸表，IFRSの初度適用
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図表１
2011年３月期 IFRS 連結貸借対照表

図表２
2011年３月期 日本基準 連結貸借対照表

資産

非流動資産

のれん １１４，４３２

無形資産 １０２，０２６

有形固定資産 ２７２，１７７

投資不動産 ９１１

持分法で会計処理される投資 ４９，４２０

売上債権及びその他の債権 １１，５１８

売却可能金融資産 ９，１６７

デリバティブ金融資産 ２，１１１

繰延税金資産 ５０，１５５

未収法人所得税 ７７２

６１２，６８９

流動資産

棚卸資産 １００，３４５

未成工事支出金 ６３２

売上債権及びその他の債権 １０７，９８５

売却可能金融資産 ２３１

デリバティブ金融資産 ３，０３４

現金及び現金同等物 ６０，９０６

未収法人所得税 ２，７０４

２７５，８３７

売却目的で保有する資産 ８９４

２７６，７３１

資産合計 ８８９，４２０

負債及び資本

流動負債

社債及び借入金 ５６，３７５

デリバティブ金融負債 ２，２０５

仕入債務及びその他の債務 １１９，８９６

未払法人所得税 ２，９７５

引当金 ２０，６９２

繰延収益 ２，６１５

２０４，７５８

非流動負債

社債及び借入金 ３１８，６７８

デリバティブ金融負債 １，９２５

仕入債務及びその他の債務 ９１４

繰延税金負債 ４４，９１８

未払法人所得税 ２，６７４

退職給付引当金 ７０，８９９

引当金 １２，８９３

繰延収益 ５，１８４

４５８，０８５

負債合計 ６６２，８４３

資本

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 １１６，４４９

資本剰余金 １２７，５１０

利益剰余金 ６３，４７５

利益剰余金
△６８，０４８

（IFRS移行時の累積換算差額）
その他の資本の構成要素 △２３，１５４

親会社の所有者に帰属する持分合計 ２１６，２３２

非支配持分 １０，３４５

資本合計 ２２６，５７７

負債及び資本合計 ８８９，４２０

資産の部

流動資産

現金及び預金 ６０，９０６

受取手形及び売掛金 ９５，６４０

商品及び製品 ５５，１８３

仕掛品 １４，０１９

原材料及び貯蔵品 ３１，５７４

繰延税金資産 １，０２２

その他 ２０，９６６

貸倒引当金 △４，４４４

流動資産合計 ２７４，８６６

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 １４１，１１１

減価償却累計額 △８１，４６８

建物及び構築物（純額） ５９，６４３

機械装置及び運搬具 ３６５，５４７

減価償却累計額 △２１２，３６９

機械装置及び運搬具（純額） １５３，１７８

工具、器具及び備品 ４８，２８６

減価償却累計額 △３１，２９６

工具、器具及び備品（純額） １６，９９０

土地 ３６，９２２

リース資産 ７，５８８

減価償却累計額 △４，２３９

リース資産（純額） ３，３４９

建設仮勘定 １，２０５

有形固定資産合計 ２７１，２８７

無形固定資産

のれん １０７，６９０

その他 ９５，２８３

無形固定資産合計 ２０２，９７３

投資その他の資産

投資有価証券 ６２，７１２

繰延税金資産 ４３，１２１

その他 １５，１０９

貸倒引当金 △１，４８０

投資その他の資産合計 １１９，４６２

固定資産合計 ５９３，７２２

資産合計 ８６８，５８８
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図表３
2011年３月期 IFRS 連結損益計算書

図表４
2011年３月期 日本基準 連結損益計算書

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ７３，９２７

短期借入金 １４，９２５

１年内返済予定の長期借入金 １３，９３２

１年内償還予定の社債 ２５，０００

リース債務 １，６９４

未払法人税等 ２，１７２

賞与引当金 ５，１４６

役員賞与引当金 １７

オランダ独禁法関連引当金 ９１２

製品保証引当金 ５，０９７

事業構造改善引当金 ２，２３２

ドイツ少数株主対応引当金 ３３９

災害損失引当金 １３３

繰延税金負債 １，０３５

その他 ５４，８８９

流動負債合計 ２０１，４５０

固定負債

社債 ４９，０００

長期借入金 ２６４，３４２

リース債務 １，１７９

退職給付引当金 ５２，０６５

修繕引当金 １０，９６１

環境対策引当金 ６，０７１

資産除去債務 ６６４

繰延税金負債 ４０，９９８

その他 １４，９８４

固定負債合計 ４４０，２６４

負債合計 ６４１，７１４

純資産の部

資本金 １１６，４４９

資本剰余金 １２５，５８７

利益剰余金 ６６，１３２

自己株式 △５６３

株主資本合計 ３０７，６０５

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 ６６０

繰延ヘッジ損益 △８９４

為替換算調整勘定 △９１，３９５

その他の包括利益累計額合計 △９１，６２９

新株予約権 ６８１

少数株主持分 １０，２１７

純資産合計 ２２６，８７４

負債純資産合計 ８６８，５８８

売上高 ５７７，０６９

売上原価 △４２３，５０８

売上総利益 １５３，５６１

その他の収益 １５，９３４

販売費 △５２，６３４

管理費 △７０，７４１

その他の費用 △２３，２５３

営業利益 ２２，８６７

金融収益 ２，２４９

金融費用 △１８，５２３

持分法による投資利益 ８，７１３

税引前利益 １５，３０６

法人所得税 ５０９

当期利益 １５，８１５

非支配持分に帰属する当期利益 ３，３８５

親会社の所有者に帰属する当期利益 １２，４３０

１５，８１５

売上高 ５７７，２１２

売上原価 ４２０，９３１

売上総利益 １５６，２８１

販売費及び一般管理費 １４１，９２９

営業利益 １４，３５２

営業外収益

受取利息 １，８８７

受取配当金 ６７２

持分法による投資利益 ８，１０７

雑収入 ６５６

営業外収益合計 １１，３２２

営業外費用

支払利息 １３，２９２

為替差損 １，９７２

雑損失 ２，６８０

営業外費用合計 １７，９４４

経常利益 ７，７３０

特別利益

固定資産売却益 １，１２８

投資有価証券売却益 －

関係会社株式売却益 ７３３

減損損失戻入益 ６７９

関係会社株式評価損戻入益 １，０２０

その他 ４０９

特別利益合計 ３，９６９

特別損失

固定資産売却損 ４４７

減損損失 １，８５１

災害による損失 １，０４３

事業構造改善費用 ３，４４４

その他 １，５５４

特別損失合計 ８，３３９

税金等調整前当期純利益 ３，３６０

法人税、住民税及び事業税 ５，１３０
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図表５
IFRS移行の影響

法人税等調整額 △６，８１２

法人税等合計 △１，６８２

少数株主損益調整前当期純利益 ５，０４２

少数株主利益 ３，３８１

当期純利益 １，６６１

財務諸表の作成様式について，IFRSに基
づく貸借対照表（図表１）の資産の部では，

IAS１号の適用ガイダンスに例示されている
固定性配列法がとられている。これに対して，

日本基準に基づく場合（図表２）には，連結

財務諸表規則に定められた様式に基づいて流

動性配列法表示となっている。

連結損益計算書・包括利益計算書について

は，いずれの基準に基づく場合にも，その他

の包括利益を独立した包括利益計算書に表示

する，いわゆる二計算書方式がとられている。

したがって，連結損益計算書の最下行には，

いずれも当期（純）利益が表示されている。

しかし，この最下行は同じ意味を有してはい

ない。IFRSに基づく当期利益は，日本基準
に基づく損益計算書（図表４）における少数

株主損益調整前当期純利益に相当する（６）。さ

らに，両基準における営業利益の意味も大き

く異なる。IFRSに基づく（図表３）の営業
利益には，日本基準に基づく損益計算書（図

表４）における営業外収益・費用と特別利益・

損失のうち，持分法による投資損益と金融収

益・費用を除く損益項目の多くが，その他の

収益・費用として営業利益計算に含まれてい

る（７）。なお，費用項目の表示について，IFRS
に基づく（図表３）において機能別分類がと

られている。この分類表示は，連結財務諸表

規則に定められた様式（図表４）に一致する。

以上の観察から，財務諸表項目の配列につ

いて，連結損益計算書では同じく機能別分類

がとられているのに対して，連結貸借対照表

では，固定性配列法（図表１）と流動性配列

法（図表２）という正反対の配列で表示され

ている。こうした配列上の差異については，

日本板硝子の過年度の日本基準に基づく財務

諸表や，他の日本企業の財務諸表との比較可

能性を少なくとも外観性の点で維持するので

あれば，連結貸借対照表の配列法として，と

もに流動性配列法をとるべきでなかったかと

思われる。

Ⅲ．損益計算書項目の差異分析

図表３・４を観察すると，IFRSに基づく
損益計算書での当期利益（１５，８１５）と，これ

に相当する日本基準に基づく少数株主損益調

整前当期純利益（５，０４２）との間には，かな

りの額の差異がある。

日本板硝子の２０１２年３月期有報における注

記４６「国際会計基準（IFRS）初度適用」を
見ると，この差額（１０，７７３の増加）に関する

調整が，日本基準に基づく金額（図表４）か

ら IFRSに基づく金額（図表３）への加減と
して，以下のように示されている。

売上高 △１４３

売上原価 △２，５７７

売上総利益 △２，７２０

その他の収益＊ １５，９３４

販売費＊ △５２，６３４

管理費＊ △７０，７４１

その他の費用＊ △２３，２５３

販売費及び一般管理費 １４１，９２９

営業利益 ８，５１５

金融収益＊ ２，２４９

金融費用＊ △１８，５２３

持分法による投資利益 ６０６

その他の営業外損益 １４，７２９

特別損益 ４，３７０

税引（税金等調整）前利益 １１，９４６

法人所得税（法人税等合計） △１，１７３

当期利益
（少数株主損益調整前当期純利益）

１０，７７３

＊ 日本基準では表示されない項目

さらに，有報の注記４６において，営業利益

の差額（８，５１５の増加）に関する調整が，以
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図表６

下のように示されている。

日本基準による営業利益 １４，３５２

のれん償却 ８，４２９

退職給付費用 ５，６４２

フロート窯資産の減価償却費 △３５４

開発費の資産化費用 ２３６

その他 １１２

表示の組替え △５，５５０

IFRS による営業利益 ２２，８６７

図表５・６からは，営業利益および当期

（純）利益を純増加させるおもな要因が，次

の２点にあることが分かる。

ひとつは，のれん償却である。日本基準で

は，のれんは，のれんの効果が及ぶ期間（２０

年以内）にわたって規則（日本板硝子では定

額）償却されるが，IFRSでは，のれんは非
償却でかつ毎年減損テストにかけられる（８）。

したがって，日本基準に基づいて販売費及び

一般管理費（販管費）として計上されるのれ

ん償却（８，４２９）が，IFRSでは取り消され，
営業利益および当期利益を増加させる。

いまひとつは，退職給付費用の計上である。

退職給付債務の算定に関する数理計算上の差

異について，IFRSでは，その他の包括利益
として即時認識される（９）。ところが日本基準

では，数理計算上の差異を認識時においていっ

たん未認識としたうえで，対象従業員の平均

残存勤務期間内で均等償却することができる。

有報の注記４６によると，２０１１年３月期までは，

認識後の５年間にわたる均等償却が行われて

いた。したがって，日本基準に基づいて販管

費として計上される未認識数理計算上の差異

償却（５，６４２）が，当期利益を増加させる。

ただし，現在の日本基準では（１０），この償却額

は，その他の包括利益における減少額として

表示される。したがって，これら２つの調整

（取消）のうち，現在の日本基準に基づいた

場合に営業利益・当期（純）利益さらに包括

利益についてまで増額調整となるのは，のれ

ん償却の取消だけとなる。

以上２項目以外の調整について，図表５の

項目を順に観察する。売上高の減額調整（△

１４３）は，収益の認識基準の違いに因るもの

であり，このことに伴い売上原価と売上総利

益も減額調整（△２，５７７，△２，７２０）される（１１）。

その他の収益の増額調整（１５，９３４）は，前節

で記したように，日本基準に基づく場合の営

業外収益・費用と特別利益・損失のうち，持

分法による投資利益と金融収益を除く収益項

目が一括表示された結果であり，当期利益の

純増へと導くものではない。販売費と管理費

の計上（△５２，６３４，△７０，７４１）は，基本的に

は，日本基準に基づく場合の販管費（１４１，９２９）

を分割計上したものである。ただし，両者に

は差額が生じている（１８，５５４＝１４１，９２９－

５２，６３４－７０７４１）。この差額の原因は，図表６

から読み取ることができる。のれん償却

（８，４２９）と退職給付費用（５，６４２）は，日本

基準では販管費に計上されるが，これらは先

に言及したように取消ないし減額調整される。

有報の注記４６によると，フロート窯資産の減

価償却費の増額調整（３５４）は，日本基準に

基づく修繕引当金繰入額を減価償却費に振り

替えた結果である。このことは，IAS３７号
「引当金，偶発債務および偶発資産」では，

引当金の対象が認識時点において法的または

推定的債務であることが求められ，その結果，

修繕引当金は引当金としての要件を備えてい

ないことに因る。開発費の資産化費用に関す

る減額調整（２３６）は，日本基準に基づいて

販管費に費用計上していた開発費のうち，IAS
３８号に基づいて無形資産に計上された結果で

ある。以上の原因およびその他の減額調整

（１１２）を考慮したうえで残る差額（４，４８９＝

１８，５５４－８，４２９－５，６４２＋３５４－２３６－１１２）は，

その他の費用への振替に因るものと推察され

る。

図表５における営業利益算定後の調整では，

持分法による投資利益が増額調整されている
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（６０６）ことに注意が必要である。これは，

関連会社への投資について重要性の原則を適

用するか否かの違いに因る。すなわち，有報

の注記４６において，重要性の低い関連会社へ

の投資については，日本基準では持分法が適

用されていないことが示されている。ところ

が，IFRSでは原則主義がとられ，重要性の
原則が適用されない。したがって，すべての

関連会社への投資について例外なく持分法が

適用され，その結果が上記の増額調整へと導

く。

さらに，図表３における金融収益・費用に

ついて，日本基準に基づく場合との間に複数

の差異が存在する。第１に，日本基準では発

行株式の種類に関わりなく配当金の支払は剰

余金の減少として処理される。ところが IFRS
では，一定の要件をみたす優先株式の発行は

金融負債に区分される（１２）。このことに伴い，

有報の注記４６では，優先株式に対する支払配

当金が金融費用として処理され，その結果，

金融費用が日本基準の場合よりも（１，５５８）

増額調整されたことが示されている。第２に，

これに類似する調整として，IFRSに基づい
て金融負債に区分された転換社債に関する支

払利息について，金融費用が日本基準の場合

よりも（３２５）増額調整されたことが示され

ている。この転換社債を金融負債に区分する

ことに伴い，当該社債に関する社債発行費は，

IFRSでは，全額費用計上ではなく満期日ま
での償却原価法に基づく費用が計上される。

その結果，金融費用が日本基準の場合よりも

（１１５）減額調整されたことが示されている。

第３に，株式発行費は，IFRSでは資本剰余
金から直接控除される。有報の注記４６では，

日本基準に基づいて費用計上していた株式発

行費について（３６６）減額調整されたことが

示されている。第４に，先に観察した持分法

による投資利益の増額調整に伴い，当該投資

有価証券に関する受取配当金は，持分法に基

づいて投資の減額として処理されねばならな

い。その結果，日本基準に基づいて収益計上

していた当該配当金（５１３）が，金融収益か

ら減額修正されたことが示されている。

有報の注記４６では，その他の費用に関する

調整もいくつか示されている。第１に，賃料

収入のある投資不動産に関する処理の差異が

挙げられる。この不動産は，日本基準では取

得原価で計上されるのに対して，IFRSでは
公正価値で評価される。その結果，当該不動

産の簿価について（３１７）減額修正され，こ

れに伴い固定資産売却損が（２０４）増額調整

されたことが示されている。第２に，減損損

失について（２８５）増額調整されたことが示

されている。この調整には，先に観察した開

発費の資産計上に伴う減損損失の増額調整

（１８１）が含まれる。

これらの調整の結果，税引前利益が

（１１，９４６）増額調整される。

損益計算書において最後に注目するのは，

法人所得税（法人税等合計）の増額調整

（１，１７３）である。これは，繰延税金資産・

負債の差額調整を意味する。すなわち，先に

観察した退職給付費用とのれん償却・開発費

に関する減額調整の結果としての，繰延税金

資産の減額調整（退職給付費用について

１，４６５，のれん償却・開発費について３５５），

さらに，その他の損益項目の調整に関する繰

延税金負債の減額調整（６４７）が，有報の注

記４６に記されている（１，１７３＝１，４６５＋３５５－

６４７）。これによって，日本基準に基づく（図

表４）の法人税等調整額貸方残（△６，８１２）

が（△５，６３９）へと減額調整され，その結果，

法人税等合計（１，６８２）が，IFRSに基づく
法人所得税（５０９）へと減額調整される（１３）。

Ⅳ．貸借対照表項目の差異分析

有報の注記４６では，日本基準と IFRSに基
づく場合それぞれの貸借対照表項目について，

次頁のような調整表が示されている。この調
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整表（図表７）に基づいて，貸借対照表各項

目の差異を順に分析する。

前節で記したように，２０１１年３月期に適用

される日本基準では，退職給付債務に関する

数理計算上の差異は未認識とすることができ

るのに対して，IFRSでは全額認識される。
その結果，期末時点における未認識数理計算

上の差異の未償却残高（２２，３０２）は，退職給

付債務において全額増額調整される（１４）。

有報の注記４６によると，日本板硝子は２０１１

年５月１３日満期の転換社債型新株予約権付社

債残高を有している。IFRSでは，この社債
残高は割引現価で測定される。その結果，２０１０

年度における控除額（５４）が示されている。

さらに，割引後の満期日前約束手形残高（６２９）

が示されている。その結果，流動負債が（５７５

＝６２９－５４）増額調整される。

有報の注記４６によると，日本板硝子が所有

するフロート窯の修繕は，法的または推定的

な債務を負っていない。同社は，日本基準で

は，将来の大規模定期修繕に伴う支出に備え

て修繕引当金を計上していた。ところが IFRS
では，債務性のない引当金の計上は認められ

ず，この修繕費は，修繕時点において資産計

上され，その後の減価償却の対象となる。そ

の結果，２０１０年度に行われた修繕費（１，７９１）

が資産計上され（非流動資産の増額調整），

日本基準に基づく修繕引当金の期末残高のう

ち固定負債に計上されていた（１０，９６１）が取

り消された（非流動負債の減額調整）と推察

される。ただし，流動資産における減額調整

（△６４７）の意味は不明である。

有報の注記４６では，繰延税金資産の対象は

退職給付債務や有給休暇引当金等であり，繰

延税金負債の対象は，開発費と投資有価証券

の公正価値の増加等であることが示されてい

る。本節の初めに記したように，IFRSでは，
退職給付債務において数理計算上の差異が全

額認識される。さらに，日本基準では従業員

給付として認識されない有給休暇引当金が計

上される。これら負債の増額に伴い，繰延税

金資産が（６，０１３）増額調整されている。開

発費については，前節で観察したように，日

本基準に基づいて費用計上されていた開発費

支出が，IFRSでは無形資産に計上される。
この資産増額，および投資有価証券の公正価

値の増加等に伴い，繰延税金負債が（２，８８６）

増額調整される。

非流動
資 産 流動資産 流動負債 非流動

負 債
非支配
持 分

親会社
持 分

日本基準 ５９３，７２２ ２７４，８６６ △２０１，４５０ △４４０，２６４ △１０，２１７ ２１６，６５７

退職給付債務 △２２，３０２ △２２，３０２

金融負債 △５７５ △５７５

優先株式に係る未払配当金 －

フロート窯修繕引当金 １，７９１ △６４７ １０，９６１ １２，１０５

繰延税金 ６，０１３ △２，８８６ ３，１２７

開発費 ４，８７４ ４，８７４

ピルキントン・ブランド １，９９５ １，９９５

デリバティブ金融商品 －

有給休暇引当金 △２，９７６ △２，９７６

のれん及び負ののれん ６，７４２ ６，７４２

売却可能金融資産の公正価値 △４，１２５ ２３１ △３，８９４

債権の流動化 ６２９ ６２９

投資不動産 １０ １０

その他 １２３ △２７８ ３ １２０ △１２８ △１６０

組替 １，５４４ １，９３０ ２４０ △３，７１４ －

IFRS ６１２，６８９ ２７６，７３１ △２０４，７５８ △４５８，０８５ △１０，３４５ ２１６，２３２

図表７
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なお，開発費に関するこの資産計上に伴い，

非流動資産が（４，８７４）増額調整される。さ

らに，有給休暇引当金の計上に伴い，非流動

資産が（２，９７６）増額調整される。

ピルキントン・ブランドとは，２００６年に英

国 Pilkington社を完全子会社とした際に認
識された無形資産である。このような耐用年

数を特定できない無形資産は，IFRSでは償
却されない。その結果，日本基準の下で行っ

ていた償却（１，９９５）が非流動資産において

増額調整される。

前節で観察したように，IFRSではのれん
償却が行われない。さらに，有報の注記４６で

は，負ののれんの期首（２０１０年４月）残高

（９０）が示されている。当時の日本基準では，

負ののれんは，固定負債として計上された後

に規則的償却が行われる。IFRSでは，損益
計算書において即時収益認識される。その結

果，のれん償却の取消に伴う無形資産の増額

調整が行われ，負ののれんの認識中止に伴う

非流動負債の減額調整が行われる。これらの

純額として，非流動資産における増額調整

（６，７４２）が示されている。

売却可能金融資産の公正価値における非流

動資産の減額調整（△４，１２５）は，次のこと

に因るものと推察される。すなわち，有報の

注記４６では，日本基準の下での重要性の原則

に基づいて持分法の適用除外とされていた関

連会社への投資が，IFRSでは持分法の適用
対象となることが示されている。その結果，

日本基準の下での時価評価に伴う増額（４，１２５）

を取り消すための減額調整が行われたと推察

される。

投資不動産に関する増額調整（１０）は，前

節で観察した賃料収入のある投資不動産を公

正価値で評価したときの評価差額を意味する。

本節においてここまで観察してきた項目は

いずれも，日本基準と IFRSとの間において
当該項目に関する評価方法が異なることに因

るものであった。これに対して，図表７にお

ける組替に関する調整は，日本基準と IFRS
との間において貸借対照表項目の表示区分が

異なることに因るものである。有報の注記４６

において，例えば，非流動資産と非流動負債

における増額調整には，日本基準において流

動項目として表示されていた繰延税金資産お

よび繰延税金負債を，IFRSに基づいて非流
動項目へと変更することに伴う調整額が含ま

れることが示されている。

Ⅴ．会計制度における IFRS適用の課題

前節までにおいて，日本板硝子が作成した

２０１２年３月期の有報に基づいて，IFRSに基
づく前期（２０１１年３月期）連結貸借対照表・

損益計算書と，同社が２０１１年３月期の有報に

掲載した日本基準に基づく連結貸借対照表・

損益計算書との差異分析を行った。以上の分

析全体からは，次のような特徴が挙げられる。

第１に，財務諸表本体は日本基準の場合と

比べて表示項目数の少ない簡潔なものものと

なっている。その代わりに，簡潔な財務諸表

本体を補足するために，日本基準に比べてき

わめて豊富な注記が示されている。

第２に，日本基準に基づく場合との差異が

いまだかなり存在する，と言わざるを得ない。

日本の現在の会計基準設定主体である企業会

計基準委員会（ASBJ）は，IFRSとのコン
バージェンスを図るために，多くの会計基準

の新設・改定を行い，その作業は現在もなお

進行中である。それにも拘らず，本稿の観察

対象では，当期（純）利益においてかなりの

差額が生じていることが明らかになった。こ

のことに関する最大の要因は，のれんの非償

却である。このことは，日本板硝子に限られ

たものではなく，IFRSの任意適用を実施し
ている（実施を予定している）日本企業にとっ

ては，のれんの非償却による当期（純）利益

の増加が大きな動機のひとつであると推察さ

れる。
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しかし，のれんの非償却が論理的に適正な

会計処理なのか否かは，検討を要するであろ

う。IAS３８号（par．１０７）では，のれんのよ
うな耐用年数を確定できない無形資産につい

ては，償却を行わずに毎年の減損テストにか

けることを求めている。このことを，「のれ

んは減価しない」と理解するのであれば，そ

れは誤った理解であると言わざるを得ない。

なぜなら，企業結合等によって有償取得した

のれんそれ自体は減価するが，企業結合等に

よるシナジー効果によってのれんが維持され

ているに他ならないからである。このことは，

以下のように図示することができる。

図表８

図表８における水平の実線が IFRSに基づ
く（減損が認められない場合の）のれん価額

である。しかし，このようなのれん価額の維

持は，企業結合等によるシナジー効果による

自己創設のれんの増加（図表８における右肩

上がりの点線）の貢献によるものであり，当

初の取得のれんそれ自体は時の経過とともに

減価する（図表８における右肩下がりの破線）

ものと理解することができる。この理解の下

では，自己創設のれんが無形資産として認め

られねばならない。ところが，自己創設のれ

んは，IAS３８号が無形資産の要件として挙
げている「識別可能」なもの，つまり分離譲

渡可能なもの，あるいは契約ないしその他法

的権利に基づくものとは言えない。それゆえ，

自己創設のれんそれ自体を無形資産として計

上することは，日本基準はもちろんのこと

IFRSにおいても認められていない。したがっ
て，図表８に示した理解が適切であるとすれ

ば，のれんの非償却は論理的に矛盾するもの

であると言わざるを得ないであろう。

第３に，IFRSの適用初年度の連結財務諸
表では，詳細な注記として「IFRSの初度適
用」を作成するのに，かなりのコストを要す

るものと推察される。しかし，本稿での観察

もまさにそうであったように，この注記がな

ければ，会計基準変更による財務諸表の差異

分析を適切に行うことは不可能であろう。

最後に，日本の企業会計制度における今後

の IFRS適用の行方と課題を考える。２０１３年
１０月現在の東京証券取引所（東証）HPによ
ると，IFRSの任意適用会社は１５社，適用予
定会社は６社である。その数はいまだ決して

多いとは言えない。しかし，業界第２位の日

本板硝子が IFRSを任意適用すると，業界１
位の旭硝子が２０１３年１２月期からの任意適用を

表明している。同じく，住友商事が２０１１年３

月期から IFRSを任意適用すると，同業界の
双日および丸紅が２０１３年３月期から任意適用

している。さらに，製薬業界において，中外

製薬が２０１３年１２月期から IFRSを任意適用す
ると，同業界の武田薬品工業と小野薬品工業

が２０１４年１２月期からの任意適用を表明してい

る。このことからも明らかなように，同じ業

界の上位企業のうち１社が IFRSの任意適用
を行うと，それに続く同業他社が必ず現れる。

したがって，現時点では IFRSをいまだ任意
適用していなくても，それに向けての準備を

行っている企業の数は決して少なくないもの

と推察される。

有報における連結財務諸表作成基準として

IFRSを適用することについては，２００９年に
金融庁の企業会計審議会によって公表された

「我が国における国際会計基準の取扱いにつ

いて（中間報告）」がきっかけであった。こ

の中間報告では，連結財務諸表作成基準とし

て IFRSの任意適用を認めるとともに，将来
的には IFRSの強制適用の方向性が示された。
この IFRSの適用に関する企業会計審議会の
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最新の見解が，２０１３年６月に公表された「国

際会計基準（IFRS）への対応のあり方に関
する当面の方針」（当面の方針）である。

「当面の方針」では，IFRS任意適用要件
の緩和が示された。２０１０年３月期からの IFRS
の任意適用に際しては，連結財務諸表規則で

定められた以下の３つの要件をすべてみたす

「特定会社」であることが前提となっていた。

① 上場会社

② IFRSによる連結財務諸表の適正性確保
のための取組と体制整備が図られている

③ 国際的な財務活動または事業活動を行っ

ている

「当面の方針」では，上記要件のうち①と

③を撤廃することが示された。これによって，

IFRSの任意適用会社が大幅に増加すること
が期待される。現行の３つの要件の下で IFRS
を適用できる会社は６００社程度と推察される。

ところが，上記のごとく２つの要件が撤廃さ

れれば，IFRSを任意適用する会社の潜在的
な数は４，０００社程度にまで拡大すると言われ

ている（１５）。もちろん，それだけの数の会社が

すべて IFRSを適用するとは思われないが，
適用会社が増加する可能性は高まると言えよ

う。そうであれば，「中間報告」で示された

強制適用の実施に関わりなく，IFRSの適用
が一定範囲の企業社会においてデファクト・

スタンダードとなるかもしれない。

さらに「当面の方針」では，ASBJが修正
版 IFRSを作成することが示された。すなわ
ち，「あるべき IFRS」あるいは「わが国に
適した IFRS」といった観点から、個別基準
を検討し、必要があれば一部基準を削除また

は修正して採択するエンドースメントの仕組

みを設けることが必要であるというのである。

この修正版 IFRSを作成することについて
は，その扱いを慎重に検討すべきであると考

える。もし，連結財務諸表作成基準として認

めるのであれば，日本の連結会計制度では，

現行において認められている３つの基準（日

本基準・米国基準・IFRS）に，第４の基準
が付け加えられることになる。まさに「屋上

屋を重ねる」事態である。国際的な資本調達

を意図する日本企業であれば，オリジナルの

IFRSでない修正版 IFRSを適用する動機は
ないと言わざるを得ない。

現行の IFRSのすべてが，何の問題点もな
い高品質な会計基準であるとは言えない。こ

のことについて，ASBJが個別の課題ごとに
IASBにコメントするだけでなく，そうした
コメントの論拠として ASBJが考える「ある
べき IFRS」を示すために修正版 IFRSを作
成することは必要であるかもしれない。しか

し，この修正版 IFRSを「わが国に適した
IFRS」として実践での適用を認めることは，
IFRSのローカル化を図るものであり，グロー
バルスタンダードとしての IFRSの位置づけ
とは乖離したものとなる。日本の会計制度を

堅持するためだけに修正版 IFRSを利用する
ことがあってはならない。

―――――――――――――――――――――

［注］
（１）金商法の下では，「連結財務諸表の用語、様式

及び作成方法に関する規則」（連結財務諸表規

則）が内閣府令として示されている。２００９年１２

月に公表された連結財務諸表規則では，第１条

の２において，国際的な財務活動または事業活

動を行う会社のうち一定の要件をみたす特定

会社は，同規則第７章に基づいて，金融庁が定

める IFRS（指定国際会計基準）に基づいて連
結財務諸表を作成することができる旨が定め

られた。
（２）IFRS １号 （ First�time Adoption of
International Financial Reporting Standards）
は，２００３年６月に公表された後に２００９年７月に

改訂版が公表され，IFRSを初めて適用する企
業に対する包括的ガイダンスの提供を目的と

する基準である。
（３）IAS１号「財務諸表の表示」の適用ガイダン
ス（Guidance on implementing）では，財政
状態計算書（Statement of financial position）
の名称で貸借対照表が例示され，損益計算書
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および包括利益計算書については複数の様式

が例示されている。ただし，これらはいずれ

も例示に過ぎず，財務諸表の名称・様式につ

いては，企業の判断に委ねられる。
（４）IFRS１号では，遡及適用に際して，強制的例
外事項（Appendix B）と任意的例外事項（Ap-
pendix C�E）が示されている。日本板硝子
は，２つの任意的例外事項を採用している。す

なわち，IFRS移行日前の企業結合について
IFRS３号「企業結合」を遡及適用していない。
さらに，累積為替換算差額については，IFRS
移行日の当該差額をゼロとし，在外関係会社

の将来の処分損益発生に影響させない措置を

とっている。
（５）本稿では，連結財務諸表のうち貸借対照表と

損益計算書のみを観察する。なお，以下に示

す金額はすべて百万円単位である。
（６）このことは，連結利益に少数株主損益（非支

配持分に帰属する当期利益）を含めるか否か

の違いに因る。詳しくは松本（２０１３）p．２６を
参照。

（７）したがって，IFRSには経常利益の概念がない。
このことについては，松本（２０１３）p．２６を参
照。

（８）IFRSでは，企業結合に伴い取得した場合に限っ
て，のれんを無形資産として認識する（IFRS
３号「企業結合」）。さらに，のれんのような耐

用年数を確定できない無形資産は，非償却で

かつ最低年１回は減損テストにかけられねばな

らない（IAS３６号「資産の減損」，IAS３８号
「無形資産」）。

（９）IAS１９号「従業員給付」において，数理計算
上の差異は，その発生時にその他の包括利益

として認識することが示されている。
（１０）退職給付に関する最新の会計基準は，２０１２年５

月に公表された企業会計基準２６号「退職給付

に関する会計基準」である。
（１１）収益の認識基準の違いについては，松本（２０１３）

p．２７を参照。
（１２）IAS３２号「金融商品」。
（１３）日本基準（図表４）における，法人税，住民税

及び事業税５，１３０－法人税等調整額５，６３９＝IFRS
（図表３）における法人所得税５０９。

（１４）注（１０）で言及した企業会計基準２６号では，未認

識数理計算上の差異の未償却残高は，IFRSと
同様に退職給付債務に含めた後に，その他の

包括利益累計額において控除項目として表示

される。
（１５）日本公認会計士協会（２０１３）p．１２。
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［Abstract］

Problems in First�time Adoption of
International Financial Reporting Standards

Koichiro MATSUMOTO

The purpose of this paper is to examine the following points through the example of
the consolidated financial statements prepared on the basis of IFRSs by a Japanese com-
pany（Nippon Sheet Glass Company, Ltd.）. Firstly, the differences in the format of consoli-
dated balance sheet and profit and loss statement between IFRS and Japanese standards
are analyzed. Secondly, the causes of main differences in Profit For The Year between
IFRSs and Japanese standards are analyzed through the Statement of profit or loss.
Thirdly, the causes of main differences in important items between IFRSs and Japanese
standards are analyzed through the Balance Sheet. Finally, correspondence by Financial
Services Agency concerning voluntary application of IFRS is examined.

Key words： International Financial Reporting Standards（IFRS），Consolidated Financial Statements，
First�time Adoption of IFRSs
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